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単位

① 人

② 人

③ 回

④

①

②
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社会教育法

・カナダ・サスカツーン市との相互交流（受入と派遣を隔年で実施）
・国際交流パネル展（1回）
・ホームスティ・ボランティア登録者の拡大
・通訳ボランティアの登録と活動機会の拡大

23年度の予定21年度決算

内線　889作成部署 教育部　社会教育課

【事業費の推移】

目
　
　
的

22年度予算

平成22年5月31日作成日浜田　薫

4503

■自治事務　　□法定受託事務 川幡　博行

事務事業開始年度

課長職名

整理番号 国際交流推進事業事務事業名

根拠法令等

平成22年度

22

 ① 合　計

人  件  費
（概算）

 ② 人　数（年間）

 ③ 1人当り年間平均人件費

 一般財源

400

 地方債

 国支出金

7,790

0.70

9,000

6,300

7,105 6,684

（単位：千円）

6,300

9,0009,000

400

0.70

派遣人数

受入人数

市民交流会等開催数

10

北広島市

 その他特財 384

　市民（派遣・受入れについては高校生が対象）

平成21年度まで

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

 ④ ＝②×③ 6,3006,300

 道支出金

0.70

9,000

0.70

805

平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）

【１ 計　画 （プラン）】

別紙 １

S63

上位施策との関連
（総合計画体系）

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

章）

節）

いきいきとした交流と連携のまち

手
　
　
段

施策） 国際交流の促進

対　　象
(誰､又は何を)

部長職名

【２ 実　施 （ドゥ）】

20年度決算

広域交流

意　　図 　海外とのさまざまな交流により、生きた外国の文化、風俗、社会事情を体得し、異文化へ
の理解を深め、広い国際的視野と豊かな国際感覚をもった人材を育てる。

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

事務区分

〃  終了予定年度

指　　　　　標　　　　　値

23年度(予定値)

6,700

384

活 動
指 標

0

22

【指標の定義（算式等）】

22年度(予定値）

　総　事　業　費  ①＋④

21年度(確定値)目標値指　　　標　　　名

【指標の定義（算式等）】

1,490

直接事業費

0

0 22

1

成 果

指 標

人

受入延人数

基 本
指 標

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

805 1,490

・カナダ・サスカツーン市との相互交流（派遣：高校生6名、指導員2名、5月14日～22日）
・国際交流パネル展（1回）
・ホームスティ・ボランティア登録者の拡大
・通訳ボランティアの登録と活動機会の拡大

8

129 129

188 188

21

2

人

【指標の定義（算式等）】

派遣延人数



評点

□ ■

□

□

□

■

□ □ ■ □

□ □ □ □

□

□

□

□

□ ■ □

□ □ □

有
効
性

終了

現状継続

見直し

2

妥
当
性

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

今後の方向性に対する意見

　

見直し 休止・廃止

現状継続

　実施の基礎となる基金が減少しており、いままでの成果を総括する
とともに今後の方向性を検討する必要がある。

平成23年度に向けた具体的な方向性

統合 終了

　財源となる基金の減少により、派遣・受入の方法、受益者負担の見
直しが必要になると思われる。平成23年度に行われるサスカツーン市
からの学生の受入について、今年度はホストファミリーボランティ
ア・通訳ボランティア等を募る。

統合

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

評点区分

整理番号 4503

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

終了

外部評価委員会による評価

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

内部評価委員会による評価

休止・廃止

総 合 判 定
（方向性）

拡大重点化

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化

現状継続

　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

見直し前年度の総合判定

拡大重点化 見直し

統合

休止・廃止

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

効
率
性

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

法律の義務付けなし

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

【３ 評　価 （チェック）】

平成21年度における評価　（現状と課題）

  市民からなる国際交流協議会との協働で実施してい
る。
  市民や社会の要求に、一定程度合致している。

チ ェ ッ ク 項 目

総 合 判 定

（方向性）

公
平
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

事業担当部局による評価

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】

3

2

3

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

　サスカツーン市との交流成果を市民に還元する方法
を検討する。
　身近な人材（市内在住外国人・海外で活躍した人
材）の活用を通じ、市民が参加しやすい国際交流のあ
り方を検討する。

法律の義務付けあり

見直し

【 参 考 】

【外部評価】 （外部評価委員会による評価

　派遣事業は、異文化を直接体験する貴重な機会であ
り、国際感覚豊かな人材育成の有効な手段である。

　派遣事業の受益者負担は旅費の75％と、近隣市と比
較しても重い。
　受入事業のホームステイボランティア等を活用して
いる。



％ ％ ％

％ ％ ％

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 4503 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 北広島国際交流協議会交付金

交付先の名称
及び代表者名

北広島国際交流協議会　会長　山根　勧 設立年 平成12年

 構成員(団体)数 ９名 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

地域に根ざした国際交流を推進することを通して、市民レベルの相互理解と友好親善及び個性豊
かなまちづくりに寄与することを目的とする。

 交付先団体等の
 活動内容

・国際交流事業の推進 ①カナダ・サスカツーン市との交流
・市民参加の拡大
・市民活動の促進     　①ホームスティボランティアの活用 　②通訳ボランティアの活用
・交流基盤の強化       ①市内の国際交流団体との連携

事務局の状況
（21年度）

□補助団体にある ■市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 ■運営費・事業費の双方に充当

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

（単位：千円）【交付先団体等の決算･予算の状況】

9

派遣負担金 1,866 0 1,860収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 805 384 1,490

会費 7 8

収　入　合　計 （Ｂ） 2,678 392 3,369

諸収入 0 10

繰越金

60

事業費 2,585 339 3,076
支　　出

負担金 10 10 10

会議費 19 38

予備費 0 0 183

40事務費 64 5

支　出　合　計 （Ｃ） 2,678 392 3,369

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

30 98 44

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

事業全体 事業全体 事業全体

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 2,678 393 3,369

補助・交付金の算出根拠 定額

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 30 98 44



電話
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（第 2 節）
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23 ～ 年度

点

整理番号 4503 補助金等名 北広島国際交流協議会交付金 作成部署 教育部　社会教育課 内線889

川幡　博行 課長職名 浜田　薫

別紙 ３ 　平成２２年度補助金等評価調書（現行補助金用）

作成日 平成22年5月31日

交付開始年度 S63
根拠法令等

きたひろしま人材育成基金条例
教育関係団体補助金等交付要綱〃  終了予定年度

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務　 部長職名

補助金等の概要
海外とのさまざまな交流により、生きた外国の文化、風俗、社会事情を体得し、異文化

への理解を深め、広い国際的視野と豊かな国際感覚をもった人材を育てる。

上位施策との関連 章 　いきいきとした交流と連携のまち

（総合計画での
  位置付け）

節 　広域交流

施策 　国際交流の促進 施策）

【費用の予定額】 （単位：千円）

区　　　　分 21年度決算額 22年度予算額
23年度以降予定額

毎年度

その他特財 385 1,490 600 隔年　+900

一般財源

道支出金

地方債

　　□有　　　　■無

評　価　

チェック項目 採点 選択理由、説明等

合　計 385 1,490 600

 法律・北海道条令等で実施が義務付けられている事務事業か

交付金額

国支出金

公
益
性

次の項目のいずれかに該当していること
(1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるも
の
(2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの
(3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの
(4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの
(5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積
極的に奨励しようとするもの

5

国際交流事業においては、市民との協働
によりところが大きく、協議会はその基
軸となるものである。

×３＝

15

必
要
性

(1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致してい
る

5
広い国際的視野と豊かな国際感覚をもっ
た人材を育てるためには必要である。(2)行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・

活動である
5

効
果
性

(1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に
供することのないもの

4 事業参加者においては、十分な効果が認
められるが広く市民への還元方法には検
討の余地がある。(2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 5

採点区分
　　５点　大いに認められる　　　　　４点　認められる　　　　　３点　やや認められる
　　２点　あまり認められない　　　　１点　認められない

適
格
性

個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点
し、団体等に対する補助金等は全項目について採点す
る。
(1)支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいてい
ること
(2)支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと
(3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切であるこ
と
(4)団体等において適正な監査機能を有していること
(5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれ

4
交付金はすべて事業のために充てられ、補助
目的との整合性は図られている。

採点合計 38


